
24
年
度
、
各
病
院
の
看

護
師
は
欠
員
の
ス
タ
ー
ト

と
な
り
ま
す
。
愛
知
病
院

の
充
足
状
況
は
悪
く
、
22

名
（
看
護
師
21
名
、
嘱
託

１
名
）
の
欠
員
に
対
し
て
、

臨
任
１
名
、
再
任
用
１
名

の
２
名
し
か
補
充
が
な
く
、

ほ
ぼ
１
病
棟
分
の
看
護
師

が
不
足
し
て
い
ま
す
。

24
年
度
の
入
院
患
者
数

が
、
23
年
度
と
同
様
で
あ

れ
ば
、
十
分
に
７
対
１
看

護
に
も
対
応
が
で
き
る
と

病
院
事
業
庁
は
考
え
て
い

ま
す
。
も
し
、
「
入
院
患

者
が
増
え
て
、
７
対
１
看

護
が
で
き
な
く
て
も
か
ま

わ
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
24
年
度
の
予
算

で
は
、
一
般
・
が
ん
の
稼

働
病
床
利
用
率
は
90
・
３

％
と
し
て
お
り
、
今
年
度

よ
り
11
・
５
％
の
ア
ッ
プ

を
考
え
て
い
ま
す
。

産
休
者
、
療
養
休
暇
者

な
ど
が
増
え
た
場
合
に
は
、

病
棟
運
営
に
大
き
な
支
障

が
出
て
き
ま
す
。
反
対
に
、

入
院
患
者
数
が
23
年
度
と

同
様
な
ら
ば
、
25
年
度
の

看
護
師
の
定
数
は
削
減
を

さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

ま
す
。

病
院
事
業
庁
は
「
5
月

中
に
は
制
度
を
職
員
に
周

知
し
て
い
き
た
い
」
と
考

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制

度
を
活
用
す
る
職
員
、
現

場
の
職
員
へ
の
影
響
を
考

え
、
問
題
の
な
い
方
法
で

導
入
で
き
る
よ
う
、
4
月

中
に
内
容
に
つ
い
て
、
事

業
庁
と
確
認
を
し
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

組
合
員
か
ら
の
質
問
は
、

「
短
時
間
勤
務
の
夜
勤
に

つ
い
て
」
「
短
時
間
の
具

体
的
な
勤
務
時
間
」
な
ど

が
多
く
、
選
択
し
た
勤
務

形
態
で
の
業
務
内
容
、
勤

務
体
制
な
ど
に
つ
い
て
は

所
属
と
の
話
し
合
い
が
必

要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ

の
た
め
に
も
早
く
組
合
員

に
知
ら
せ
る
こ
と
も
重
要

と
な
り
ま
す
。

１
９
９
０
年
後
半
に
36

協
定
の
締
結
に
向
け
て
協

議
を
開
始
し
ま
し
た
が
、

多
く
の
病
院
が
「
師
長
当

直
」
「
二
次
救
急
」
「
土

日
の
勤
務
」
な
ど
に
つ
い

て
組
合
、
衛
生
部
（
当
時
）

で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

な
く
、
36
協
定
の
締
結
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

本
来
、
時
間
外
勤
務
は

な
い
の
が
「
正
常
で
す
」

が
、
病
院
職
場
で
は
、
二
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県立病院ではたらく仲間をつなぐ

分会

職種

が ん セ ン タ ー
城山病院 欠員対応

小 児

センター
欠員対応

中央病院 欠員対応 愛知病院 欠員対応 尾張 欠員対応 研究所 欠員対応

薬剤師 △１ 臨任１
（嘱託）

△１

臨床検査技師 △２ 再任用２ △２ 再任用２

臨床工学
（嘱託）

△１

放射線技師 △１ 再任用１ １

看護師 △１５
臨任３

５月職場
復帰８

△２１
（嘱託）

△１

臨任１

再任用１
△１

がん中央

から応援
△６ 臨任１ △６

臨任３
再任用１
４月職場

復帰１

理学療法士 △１ 臨任１

調理師（士） １

研究技師 △２ 臨任２

事務職員 △１

（△欠員）

３
月
26
日

24年度職員充足状況

（3.26現在。なお、国家試験等の合否のよって変更有り。）



  

次
救
急
、
緊
急
入
院
、
手

術
、
患
者
の
容
態
な
ど
へ

の
対
応
の
た
め
、
時
間
外

勤
務
を
な
く
す
こ
と
は
不

可
能
で
す
。

当
時
と
比
べ
て
業
務
内

容
、
職
員
数
も
変
わ
っ
て

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
再

度
、
25
年
4
月
の
締
結
に

向
け
て
話
し
合
い
を
始
め

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

時
間
外
勤
務
の
事
前
命

令
、
事
後
確
認
の
徹
底
、

時
間
外
命
令
簿
と
支
給
実

態
の
確
認
な
ど
に
つ
い
て

も
、
は
っ
き
り
と
さ
せ
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

建
設
工
事
が
始
ま
り
、

す
ぐ
に
問
題
が
発
生
し
、

工
事
が
中
断
し
て
い
ま
し

た
が
、
建
設
会
社
、
設
計

会
社
、
病
院
事
業
庁
と
の

間
で
協
議
が
終
了
し
、
3

月
14
日
か
ら
工
事
が
再
開

さ
れ
ま
し
た
。

問
題
と
な
っ
て
い
た
旧

病
棟
の
「
が
れ
き
」
の
撤

去
に
３
ケ
月
程
度
必
要
と

な
る
こ
と
か
ら
、
完
成
は

24
年
度
末
ぎ
り
ぎ
り
と
な

り
、
そ
の
後
、
備
品
の
設

置
な
ど
に
よ
り
25
年
、
初

夏
の
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し

て
い
ま
す
。

民
間
病
院
と
の
役
割
分

担
の
見
直
し
に
よ
り
、

「
ス
ト
レ
ス
関
連
病
棟
」

の
48
床
が
削
減
さ
れ
、
救

急
対
応
、
急
性
期
、
重
症
、

発
達
障
害
、
思
春
期
、
回

復
期
な
ど
の
２
５
５
床
と

医
療
観
察
法
等
18
床
の
２

７
３
床
で
改
築
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

削
減
病
床
の
比
率
に
よ

り
総
事
業
費
、
延
床
面
積

も
減
ら
さ
れ
た
た
め
に
基

本
設
計
の
見
直
し
も
必
要

と
な
り
、
24
年
度
に
実
施

設
計
を
行
い
平
成
28
年
度

の
完
成
と
な
り
ま
す
。

組
合
員
か
ら
は
地
域
住

民
へ
の
説
明
を
し
っ
か
り

行
う
こ
と
な
ど
の
要
望
も

出
さ
れ
ま
し
た
。
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私たちの労働（勤務）時間は、労働基準法に基づき、愛知県
条例・規則で定められています。
使用者は、
①休憩時間を除き一週間について週40時間を超えて、労働させ

てはならない。（労働基準法第32条第１項）
②一週間の各日については、休憩時間を除き一日について８時

間を超えて、労働させてはならない。（同条第２項）
③毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。

（労働基準法第35条第１項）
また、変則勤務職場においては、
労使協定（労働組合または、労働者の過半数を代表する者）、
または就業規則その他に労働時間について具体的な定めをする
こと。
その定めの内容が一ヶ月以内の一定の期間を平均して、一週間
の労働時間が40時間を超えないことを条件として、一日に８時
間を超え、あるいは週に40時間を 超えて労働させることを認
めることとしています。（労働基準法第32条の２）
でも実際には、この労働時間通りにはいかない場合が出てき

ます。そこで、使用者が、この労働時間を超えて働かせること
のできる例外的な措置が作られています。そのうちの一つが「3
6協定」です。労働基準法第36条に規定されていることから「36
（サブロク）協定」と言われています。

36協定は、所属長と所属における分会長との間で締結し、行
政官庁（所轄の労働基準監督署又は人事委員会）へ届け出るこ
とで法的効力が発生します。

＜メリット＞
①使用者に協定で決める「限度時間」

を守らせることによって、長時間労
働を制限します。

②人員配置の見直しや人員増への要求
根拠とさせていくことができます。

＜デメリット＞
①法的手続きを得たうえで、使用者に

時間外労働を認めるものです。

★協定を締結し、その内容を守り、改
善していくためには「分会での話し合
い」が重要になります。一人ひとりが
自覚をもって取り組むことが必要です。

期 間

限 度 時 間

一般の労働者の

場 合

変形労働時間制の

場 合

１ 週間 １５時間 １４時間

２ 週間 ２７時間 ２５時間

４ 週間 ４３時間 ４０時間

１ 箇月 ４５時間 ４２時間

２ 箇月 ８１時間 ７５時間

３ 箇月 １２０時間 １１０時間

１ 年間 ３６０時間 ３２０時間

●延長時間の限度

＜締結に向けての留意点＞
(1)時間外勤務を行う場合の具体的事由

(2)時間外勤務を行う業務の種類

(3)時間外勤務を行う労働者の数

(4)1日について延長することができる時間

(5)1日を超える一定の期間について延長することができる時間

(6)有効期間

(7)臨時の業務などを予想して対象業務を拡大しない。

(8)業務の区分を細分化して業務の範囲を明確化する。

(9)育児・介護を行う職員に対する配慮する。

「36協定」っ
て何？
え～それって
何のこと？


